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各指定障害福祉サービス事業所運営法人代表者 

各指定障害者支援施設運営法人代表者 

各指定障害児通所支援事業所運営法人代表者    様 

各指定障害児入所施設運営法人代表者 

（岐阜市所管の施設等を含む）  

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長  

 

岐阜県障害福祉サービス事業所等処遇改善臨時特例交付金の申請受付開始について 

 

平素より、県の障がい福祉施策の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、県では、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定での対応を見据えつつ、福祉・介護

職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観

点から、令和６年２月から５月までの間、福祉・介護職員の賃金を２％程度（月額平均６千円

相当）引き上げるための措置を実施することを目的として、下記のとおり交付金事業を実施い

たします。 

各事業者におかれましては、「岐阜県障害福祉サービス事業所等処遇改善臨時特例交付金

交付要綱」（以下「交付要綱」という。）及び「岐阜県障害福祉サービス事業所等処遇改善

臨時特例交付金事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）等をご確認のうえ、交付要件

に該当する場合には、期日までに申請いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 交付事業の概要  

（１）交付対象期間 

令和６年２月～５月 

 

（２）対象事業所 

 下記①、②をいずれも満たす障害福祉サービス事業所等（地域相談支援、計画相談支援、障

害児相談支援を除く。） 

①交付対象期間の各月において、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算（以下、「ベー

スアップ等加算」とする。）を算定していること。 

※ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令

和６年２・３月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、令和６年４月

からベースアップ等加算を算定していれば、本事業の対象とする。 

②令和６年２・３月（分の給与等）から本交付金の要件を満たすように賃金改善を実施する

障害福祉サービス事業所等 



（３）交付対象経費 

  令和６年２月から５月までの間、収入を２％程度（月額６,０００ 円程度）引き上げ

るための措置を実施する障害福祉サービス事業所・施設等に対し、かかる費用を交付 

  ※職員に対し、月額６，０００円の支払いを一律に求めるものではありません。 

  

 （４）交付額 

交付額については、サービス別に設定された交付率（実施要綱の別紙１表１とおり）を障

害福祉サービス等報酬総額に乗じて得た額を交付します。 

（注）各職員に一律６,０００円を交付するものではありません。 

交付額 ＝ 一月当たりの障害福祉サービス等報酬総額× サービス類型別交付率 

 

２ 申請様式  

 ＜申請様式＞ 

 ①申請書（別記第１号様式） 

 ②処遇改善計画書（別紙様式２－１、２－２） 

 ※①、②は同一の Excelファイルになっています。 

 ③（債権譲渡を行っている事業所のみ）口座通知書 

 ④（必要な場合のみ）特別な事情に係る届出書（別紙様式５） 

 

下記県ホームページ中に申請に係る様式について掲載しています。 

【県ホームページ URL】 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/203433.html 

  

 ３ 申請書類等の提出先・提出方法について  

  ※申請にあたっては、事業所の開設者（法人）が岐阜県内に所在する障害福祉サービ

ス施設・事業所等を全て取りまとめの上、一括して申請いただきます。 

・原則電子メールでの提出をお願いします。 

   メールアドレス：gifu-shogukaizen@his-world.com 

（※本交付金用申請用のアドレスです。県障害福祉課のメールアドレスとは異なりま

すので、ご注意ください。） 

 

・電子メールを利用できない場合に限り、郵送で申請を行ってください。 

なお、郵送にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してくだ

さい。 

【郵送での提出先】 

〒500-8833 【岐阜神田郵便局留】 

岐阜市神田町 2 丁目 2 番地 

株式会社エイチ・アイ・エス中部事業部内 

岐阜県介護職員等処遇改善支援事務局宛 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/203433.html


４ 申請受付期間  

  令和６年４月１６日（火）から令和６年５月７日（火）まで（必着） 

 

５ 留意事項  

・県ホームページにて、交付要綱、実施要綱、申請方法、申請様式、ＱＡ等の詳細を

掲載しておりますので、必ずご確認ください。 

・交付決定にあたっては、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書中の交付金

見込額に基づき概算で交付額を算定する予定ですが、実際の交付額は上記１（４）

により算定されるため、交付決定通知書に記載されている交付額と実際の交付額が

異なる場合があります。 

・本交付金の交付額算定は令和６年２月～５月分の報酬を対象として行われますが、

令和６年７月末日までに生じ、令和６年８月１０日までに受け付けられた過誤調整

等による報酬額の変動については、交付額に反映します。なお、過誤調整等により

すでに交付された交付金の返還が必要になる場合があります。 

・本交付金は、福祉・介護職員等処遇改善加算とは別の事業になりますので、福祉・

介護職員等処遇改善加算を算定している場合でも、申請が必要となります。 

 

【再掲 県ホームページ URL】 

  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/203433.html 

 

 

 ６ 問い合わせ先  

交付金の内容や申請方法等についてのご質問は、下記コールセンターまでお問い合せく

ださい。 

   電話番号：０５０－１７５０－５４６６ 

 対応期間：令和６年４月９日（火）から令和６年５月２４日（金）まで 

     （土日祝日は休業となります。） 

   受付時間：９時から１７時まで 

 

 

 

 

所 属 岐阜県健康福祉部障害福祉課事業所指導係 

係 長 若 原 担 当 高 田 

問合せ 上記６の問い合わせ先へお願いします。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/203433.html

